
 

 

 

 

 

新たな東京都児童相談所の設置に向けた検討状況について 

 

１ 現況 

  東京都・墨田区と協議を行い、墨田区内に設置される新たな東京都児童相談所（以下

「新都児相」という。）について、以下の内容について確認するなど、検討を進めてい

る。 

 

２ 確認内容 

（１）新都児相について 

〇所在地 ：墨田区横川５－７－４ すみだ保健子育て総合センター４階 

〇施設機能：相談機能（※一時保護所機能はなし） 

〇工事期間：令和９年１月から改修工事実施予定（※現在、改修工事実施設計中） 

（２）新都児相における一時保護の運用方針案について 

〇現時点で新都児相内に一時保護所は設置しないこと 

〇管轄地域を想定している台東区・墨田区の児童を一時保護する場合は、他の児童 

相談所における一時保護所での広域対応や一時保護委託、民間施設の活用等で 

対応する予定 

〇今後東京都において都全体の一時保護体制を検討していく予定 

（３）墨田区との連携について 

〇両区の子ども家庭支援センター間の連携・交流について、今後協議を進めること 

 

３ 今後の方向性 

  現在実施している都区児童相談共同運営モデル事業の充実や、新都児相との連携に 

よる本区の児童相談体制の強化について、引き続き東京都と協議・検討を進める。 

 

４ 今後の予定 

  令和９年   墨田区内に新都児相開設 

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ９ 日 
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